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《 東 上 野 地 区 町 会 連 合 会 》 

開催日：12月４日（金） 

 

◇資源回収ボックスの設置場所変更のお願いと水はけの悪い歩道の 

歩行者に及ぼす危険について 

          質問 回答 対応 

ペットボトル等の資源回収ボックスが

置かれていることで、回収されない物ま

で置いていく人がおり、大きなゴミが放

置され困っています。回収ボックスの置

き場所はどのような基準で決められてい

るのか、また、置き場所を変えていただ

くにはどうすれば良いでしょうか。 

また、以前もお話ししましたが、東上

野１・２丁目の間の一方通行の歩道は、

水はけが非常に悪い所があり、雨の日に

は浸水してしまい、歩行者が歩くことが

出来ず車道に出て歩くしかないため、大

変危険です。善処いただきたく、よろし

くお願いいたします。 

 

 資源集積所の移動のご提案をいただきま

したが、多くの方がこの集積所を利用してい

ることもあり、すぐに場所の移動をすること

は難しい状況です。新たにごみが投棄されな

いよう、引き続き台東清掃事務所による巡回

を行うとともに、担当の清掃リサイクル課か

ら会長へ相談させていただき、改善に取り組

んでまいります。 

 また、以前お話いただいた歩道の補修は済

んでおりますが、水はけの悪い箇所について

は、確認し対応いたします。 

 担当の土木課から会長に連絡いたします。 

 

※現場を確認し、今後の対応について会長へ

説明した後、資源回収ボックスに、多言語に

よる注意書きを掲示しました。（清掃リサイ

クル課） 

 

※道路整備から約10年が経過し、車の乗り入

れ箇所等の歩道ブロックが不陸となってい

ます。水はけの悪い箇所が広範囲に及ぶた

め、時間を要するが、順次補修をしていく旨

を会長に説明しました。（土木課） 

 

〇 
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◇台東区役所発行の封筒・書類等に記載されている電話番号の 

市外局番の表示のあり方について 

質問 回答 対応 

台東区役所が発行する封筒の表面に記

載の電話番号は、「(03)5246-1111(代)」

となっています。「広報たいとう」の表

紙には「TEL5246-1111(代表)」と表示さ

れていて、(03)の記載はありません。そ

れはNTTタウンページ(株)発行の職業別

タウンページ台東区版に「市外局番は

(03)です」と表記されているからでしょ

うか。 

何故、各部署が発行する書類によって

(03)が記載されているものと、記載され

ていないものがあるのでしょうか。 

区が書類等を送付する際には、主に「台東

区」と記載された茶色の庁用封筒を使用して

おります。多くは、台東区内にお住いの方へ

お送りする際に使用しておりますが、転出等

により都外へお住いになられている方とも

やり取りをすることがあるため、市外局番の

（03）を記載しております。また、保険料や

税等の関係で個別に専用封筒を作成してい

ることもございますが、同様の理由で、その

多くに市外局番が記載されております。 

一方、「広報たいとう」については、限ら

れた紙面スペースの中で、様々な情報を掲載

する必要があることと、配布の対象が区民と

なりますので、市外局番の記載は省略してお

りますが、より多くの方にわかりやすい広報

紙とするため、今後、表紙には市外局番の

（03）を記載してまいります。 

 今後も、各媒体の利用用途等を鑑み、利便

性の向上につながるよう努めてまいります

ので、ご理解いただきますよう、お願いいた

します。 

 

─ 
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◇東上野地区避難所(仮)建設のお願いについて  

質問 回答 対応 

区では、上野警察署の移転を想定した

旧下谷小街区の活用について、警視庁と

協議を進めていると聞いています。 

 今後、４町会(稲神・神吉・四丁目本・

宮元)の避難所は、他の場所に移設する方

向で検討していると伺っておりますが、

避難する人数に対し、かなり厳しい環境

が想像されます。 

 ぜひ、移転協議を進めている上野警察

署を含むエントランス街区に、東上野地

区の避難所を建設してください。 

 昭和通りと浅草通りの交差点に面し、上野

警察署やキンコーズ等を含むエントランス

街区については、「東上野四・五丁目地区地

区計画」の方針である「多様な機能が集積し

た、賑わいと交流が育まれる複合的な開発の

誘導や防災機能の整備」に基づいたまちづく

りを進めております。 

 今後、旧下谷小跡地街区において、公共公

益施設の再編に向け、現在の旧下谷小にある

避難所機能は他の場所に移っていただく必

要がございます。 

 区では、将来的に地区計画内の東上野４丁

目区域で、避難等の機能確保を図ることとし

ております。引き続き、この方針の実現に向

けて、まちづくりに取り組んでまいります。 

 内容やスケジュールが決まり次第、ご報告

させていただきますので、ご理解、ご協力を

お願いいたします。 

 

─ 
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◇道路上での喫煙と喫煙者の密、人と車の通行妨害について 

質問 回答 対応 

東上野５丁目の道路上に於いて、タバ

コの匂いと煙に大変迷惑しています。ま

た、人と車等通行にも支障が出ています。

だんだんとひどくなっていますので、近

隣から何か対策をして欲しいと多くの要

望が町会に寄せられています。何か対策

ができないでしょうか。 

この場所は、以前タバコを販売してい

ましたが、現在は飲み物の自動販売機が

置いてあります。 

令和２年４月に改正健康増進法が全面施

行となるなど、原則、施設等における屋内で

の喫煙が禁止となりました。その影響もあ

り、路上など屋外での喫煙が増えています。 

区では、公衆喫煙所の整備や喫煙者へのマ

ナー指導など、迷惑喫煙対策を強化しており

ます。ご指摘の場所では、これまでも広がっ

ての喫煙をしないこと、近くの公衆喫煙所へ

の誘導等といった指導をしてきましたが、引

き続き、マナー指導を強化してまいります。 

加えて、「東京都台東区ポイ捨て行為の防

止に関する条例」を改正し、令和３年４月よ

り、朝７時から９時までの２時間を路上禁煙

とする予定です。 

ご指摘の場所の灰皿は、私有地に設置され

ているため、法令の規制対象ではありませ

ん。ただし、管理者には、周囲に受動喫煙が

生じることのないよう配慮することが求め

られており、現在は、貼り紙の掲示等の対応

を取っていただいております。今後の対応に

ついては、灰皿の撤去も含めてご検討いただ

けるよう、再度相談してまいります。 

今後も、引き続き、喫煙する人もしない人

も共存できる環境づくりに努めてまいりま

す。 

 

※令和３年１月に現場を訪問し、設置者に周

囲への配慮義務を説明するとともに、灰皿の

撤去について検討を依頼しました。 

（生活衛生課） 

 

〇 

 


